
 

1頁 

○
総
務
省
告
示
第
四
百
三
十
六
号 

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
五
号
）
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き

、
平
成
十
三
年
総
務
省
告
示
第
二
百
四
十
三
号
（
電
気
通
信
事
業
法
第
三
十
三
条
第
一
項
及
び
電
気
通
信
事
業
法
施
行

規
則
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
電
気
通
信
設
備
を
指
定
す
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

令
和
五
年
十
二
月
二
十
七
日 

総
務
大
臣 

鈴
木 

淳
司 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



 

2頁 
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改 
 

正 
 

前 

次
に
掲
げ
る
電
気
通
信
設
備
で
あ
っ
て
、
別
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
域
に
お
い
て
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
電

気
通
信
事
業
者
が
設
置
す
る
も
の
並
び
に
第
三
号
ハ
の
設
備
で
あ
っ
て
、
東
京
都
に
お
い
て
西
日
本
電
信
電
話
株

式
会
社
が
設
置
す
る
も
の
及
び
大
阪
府
に
お
い
て
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
が
設
置
す
る
も
の 

次
に
掲
げ
る
電
気
通
信
設
備
で
あ
っ
て
、
別
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
域
に
お
い
て
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
電

気
通
信
事
業
者
が
設
置
す
る
も
の
並
び
に
第
三
号
ハ
の
設
備
で
あ
っ
て
、
東
京
都
に
お
い
て
西
日
本
電
信
電
話
株

式
会
社
が
設
置
す
る
も
の
及
び
大
阪
府
に
お
い
て
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
が
設
置
す
る
も
の 

［
一 

略
］ 

［
一 

同
上
］ 

二 

施
行
規
則
第
二
十
三
条
の
二
第
四
項
第
一
号
イ
の
交
換
等
設
備
（
デ
ジ
タ
ル
加
入
者
回
線
ア
ク
セ
ス
多
重
化

装
置
、
デ
ジ
タ
ル
加
入
者
回
線
信
号
分
離
装
置
及
び
特
定
の
パ
ケ
ッ
ト
を
識
別
す
る
機
能
を
提
供
し
な
い
ル
ー

タ
（
第
一
種
指
定
ワ
イ
ヤ
レ
ス
固
定
電
話
用
設
備
で
あ
る
ル
ー
タ
を
除
く
。
）
を
除
く
。
） 

二 

施
行
規
則
第
二
十
三
条
の
二
第
四
項
第
一
号
イ
の
交
換
等
設
備
（
デ
ジ
タ
ル
加
入
者
回
線
ア
ク
セ
ス
多
重
化

装
置
及
び
デ
ジ
タ
ル
加
入
者
回
線
信
号
分
離
装
置
を
除
く
。
） 

［
三
～
七 

略
］ 

［
三
～
七 

同
上
］ 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 


